
１．佐世保市老人福祉計画・佐世保市介護保険事業計画について

（１）計画の法的位置づけ

佐世保市老人福祉計画・佐世保市介護保険事業計画は、それぞれ以下の法令に基づき策定する。

佐世保市老人 老人福祉法 市町村老人福祉計画 　市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉
福祉計画 第２０条の８ 施設による事業の供給体制の確保に関する計画を

第１項 定めるものとする。

同法 市町村老人福祉計画 　市町村老人福祉計画は、介護保険法第１１７条
第２０条の８ 第１項に規定する市町村介護保険事業計画と一体
第７項 のものとして作成されなければならない。

佐世保市介護 介護保険法 市町村介護保険事業 　市町村は、基本指針に即して、３年を１期とす
保険事業計画 第１１７条 計画 る当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付

第１項 の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

同法 市町村介護保険事業 　市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第２０
第１１７条 計画 条の８第１項に規定する市町村老人福祉計画と一
第６項 体のものとして作成されなければならない。

（２）計画策定・実施期間について

①　計画策定のスケジュール

※第１期および第２期計画は５カ年計画で、３年ごとに計画策定としていた。
第３期以降は、３カ年計画で３年ごとの計画策定となっている。

現計画の期間　： から まで
次計画の期間　： から まで
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②　現計画（第５期計画）の主な内容

計画策定にあたって
　・計画の理念、基本方針など

高齢者を取り巻く現状と課題及び地域包括ケアシステムの確立並びに認知症高齢者
支援対策の推進
　・高齢者の現状（人口、認定者数）、地域包括ケアシステムの概要など

サービスの現状と計画
　・各種サービス事業の現状と今後の方針など

住みやすいまちづくりの現状と目標
　・バリアフリーの推進など

ボランティアの現状と目標
　・ボランティア団体等の現状と今後の方針など

介護保険にかかる事業費の見込み
　・本市の保険料基準月額、保険料設定の考え方など

（３）計画策定のポイント

◇第５期計画で開始した地域包括ケアの実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療介護連携等の
　取り組みを本格化していく。

◇２０２５年（平成３７年）までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記載する
　こととし、中長期的な視野に立った施策の展開を図る。

第５期計画までの主な記載事項

○日常生活圏域の設定 地域の実情等を踏まえて、第６期
○介護サービスの種類ごと 計画に記載する新たな内容
　の見込み
○施設の必要利用定員 ○医療と介護の連携
○地域支援事業 ○予防給付の見直し
○認知症支援策の充実 など
○生活支援サービスの充実

など
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